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  議  事  録 

１ 日時 

令和８年２月５日（木） 

午後１時３０分～午後２時１２分 

 

２ 会場 

和歌山市役所 １１階 教育委員室 

 

３ 出席者 

【教育長及び委員】 

 教育長  阿形 博司 

 委員   藤本 禎男 

 委員   波床 昌則 

委員   石元 和代 

委員   村上 凡子 

 

【事務局職員】 

教育局長        奥山 由佳    教育学習部長      田村 匡崇 

学校教育部長      前北 博文    教育政策課長      宗 浩二 

教育施設課長      北野 剛也    青少年課長       井邊 成郎    

読書活動推進課長    權藤 裕子    学校支援課長      南方 孝俊    

学校教育課長      西谷 宣昭    教育研究所長      竹内 圭      

教育政策課副課長    楠本 佳章    生涯学習課副課長    小仲 容志子   

給食管理課副課長    柳 成信     教育政策課総務政策班長 辻 美紀 

教育政策課経理班長   寺下 敏樹      

 

４ 開会宣示 

阿形教育長が開会を宣示。 

 

５ 署名委員指名 

署名委員に藤本委員を指名。 

 

６ 報告及び議案 

阿形教育長 

本日は報告が１件、議案が５議案となっています。 
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議案第４０号及び第４１号については会議規則第５条第３号に、議案第４２号及び第４３号

については会議規則第５条第６号に当たるものとして、秘密会が適当だと思いますが、いかが

でしょうか。 

委員一同 

異議なし。 

阿形教育長 

異議なしと認め、議案第４０号から第４３号までについて秘密会とします。 

 

報告第２０号  和歌山あけぼの中学校の令和８年度入学募集期間の延長について 

阿形教育長 

ではまず初めに、報告第２０号「和歌山あけぼの中学校の令和８年度（２０２６年度）入学

募集期間の延長について」の説明をお願いします。 

南方学校支援課長 

報告第２０号の和歌山あけぼの中学校の令和８年度（２０２６年度）入学募集期間の延長に

ついて、説明させていただきます。 

令和８年度の生徒募集も、本来令和７年１２月１２日（金）までとしておりましたが、入学

希望者の実情に応じた弾力的な入学を実現するため、随時募集としたいと考えております。お

手元に縮小版のポスターをお渡ししていると思いますが、募集期間の期日を入れていないのは

、随時募集にするためです。令和８年度生徒募集で、現在申し込まれている生徒については、

４月以降の入学になることを説明しておりますので、令和８年３月３１日までは随時募集とし

たいと思います。令和８年４月１日以降につきましては、随時募集、随時入学といたします。

来年度の入学式終了後、改めてポスターの中身を随時募集、随時入学に変更し、周知していき

たいと考えています。以上報告です。よろしくお願いいたします。 

阿形教育長 

ただいまの件について、ご質問等ございませんか。 

和歌山あけぼの中学校につきましては、昨年１２月末でいったん募集を締め切っていました

が、いろいろ入学者等の事情を鑑みたところ、随時がいいのではないかということで、今年度

３月末までの随時募集に変えております。ただ、今年度の募集につきましては、令和８年４月

１日入学ということで、それから令和８年４月以降につきましては随時募集、随時入学という

かたちで、今後進めてまいりたいと思います。 

 

議案第３９号 事務の委任について 

阿形教育長 

それでは、これより議事に入ります。議案第３９号「事務の委任について」の説明をお願い

します。 

宗教育政策課長 

議案第３９号事務の委任について、ご説明させていただきます。 
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１ページをご覧ください。和歌山市立中学校給食センターの開設に伴い、地方自治法第１

８０条２の規定に基づき、市長職務代理者副市長から協議がありました。内容は１にありま

すように、和歌山市立中学校給食センターにおける給食賄材料の購入に関することを教育委

員会へ委任することです。 

続きまして２ページの上段をご覧ください。地方自治法第１８０条の２の規定により市長

がその権限に属する事務の一部を教育委員会と協議して、教育委員会に委任することができ

るとされています。下段をご覧ください。和歌山市教育委員会に対して権限の一部を委任す

る規則の（４）をご覧ください。現在、市立学校給食共同調理場における給食賄材料の購入

に関することが、市長から教育委員会に委任されています。今回、和歌山市立中学校給食セ

ンターの開設に伴い、同センターの給食賄材料購入に関することについても、市立学校給食

共同調理場と同様に扱うものとしたいと考えております。 

１ページにお戻りください。２番の実施予定日は、和歌山市立中学校給食センター条例の

施行の日となっておりますが、これは和歌山市立中学校給食センター条例の施行期日を定め

る規則を制定し、施行期日を定めます。説明は以上です。ご審議よろしくお願いします。 

阿形教育長 

ただいまの議案第３９号について質問等ございませんか。中学校給食センターのオープンに

伴う給食賄材料の購入につきましても、現在の第一・第二共同調理場と同じように扱うという

ことです。特にないでしょうか。 

それでは、ただいまの議案第３９号について採決を行います。原案どおり承認してよろしい

でしょうか。 

委員一同 

はい。 

阿形教育長 

それでは、原案どおり承認します。 

続いて秘密会となりますが、秘密会に入る前に「その他」で何かありませんか。 

宗教育政策課長 

次回の教育委員会の日程について報告します。教育委員会定例会は令和８年３月５日（木）

午後６時００分から教育委員室で開催しますので、よろしくお願いします。 

阿形教育長 

次回３月の定例会は３月５日（木）午後６時００分からですので、よろしくお願いいたしま

す。他に何かございませんか。 

ないようですので秘密会に入ります。 

 

７ 非公開事案 

―以下『』部分については非公開とする― 

議案第４０号  令和８年２月議会教育委員会関係の補正予算（案）について 

『非公開』 
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議案第４１号  令和８年２月議会教育委員会関係の当初予算（案）について 

『非公開』 

 

議案第４２号  令和８年度組織改正について 

『非公開』 

 

議案第４３号  ２０２６年度和歌山市学校教育指針について 

『非公開』 


